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造血幹細胞移植に係る診療報酬点数の推移 

H20年度 H22年度 H24年度 

造
血
幹
細
胞
移
植
術 

骨髄移植 
（同種） 

採取 16,600 19,200 21,640 

移植 57,200 65,600 66,450 

末梢血幹細胞移植 
（同種） 

採取 16,600 19,200 21,640 

移植 57,200 65,600 66,450 

臍帯血移植 移植 44,300 44,300 66,450 

抗HLA抗体加算 － － 
H24新設 
4,000 

（点） 
２０１２年２月１０日現在 

※抗HLA抗体検査とは・・・患者が輸血や妊娠などにより、自分以外のHLAに対して産出した抗体を検査するもの。 
               同種造血幹細胞移植において、患者がドナーに対する抗HLA抗体を持っている場合、移植後に患者が高頻度で 
               拒絶反応を示すため、あらかじめ抗HLA抗体を検査する。 2 



造血幹細胞移植の診療報酬点数の推移 

  
  

骨髄移植・末梢血幹細胞移植 さい帯血移植 

採取術(点) 移植術(点)  骨髄移植推進財団への配分
（円/移植1件） 

移植術(点) さい帯血バンクへの 
配分（円/移植1件） 

平成１１年度 １５，０００ ２１，０００  － ２１，０００ ― 

平成１２年度 １６，６００ ２２，６００  ８４，０００(42,000+42,000) ２６，６００ ― 

平成１３年度 １６，６００ ２２，６００  ８４，０００(42,000+42,000) ２６，６００ ―  

平成１４年度 １６，６００ ３７，６００  ２３４，０００(42,000+192,000) ２６，９００ ―  

平成１５年度 １６，６００ ３７，６００  ２３４，０００(42,000+192,000) ２６，９００ ―  

平成１６年度 １６，６００ ４７，６００  ３３４，０００(42,000+292,000) ３６，９００ １００，０００  

平成１７年度 １６，６００ ４７，６００  ３３４，０００(42,000+292,000) ３６，９００ １００，０００  

平成１８年度 １６，６００ ４７，６００  ３３４，０００(42,000+292,000) ３６，９００ １００，０００  

平成１９年度 １６，６００ ４７，６００  ３３４，０００(42,000+292,000) ３６，９００ １００，０００  

平成２０年度 １６，６００ ５７，２００  ４３０，０００ (42,000+388,000) ４４，３００ １７４，０００  

平成２１年度 １６，６００ ５７，２００  ４３０，０００ (42,000+388,000) ４４，３００ １７４，０００  

平成２２年度 １９，２００ ６５，６００  ４５０，０００ (42,000+408,000) ４４，３００ １７４，０００  

平成２３年度 １９，２００ ６５，６００  ４５０，０００ (42,000+408,000) ４４，３００ １７４，０００  

平成２４年度 ２１，６４０ ６６，４５０  ４５０，０００ (42,000+408,000) ６６，４５０ ４０８，０００  
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千円 

造血幹細胞移植対策予算の推移 

骨髄バンク、臍帯血バンクに必要に応じて補助金が配分されている。 



Ⅰ 骨髄移植・末梢血幹細胞移植対策                   １１億３千１百万円（１１億１千３百万円） 
＜概要＞ 
（１）骨髄移植対策事業費（骨髄移植推進財団向け）           ４億６千６百万円 （４億５千４百万円） 
  ・あっせん業務関係事業費                          ３億５千７百万円 （３億５千５百万円） 
   新 コーディネート期間短縮のための取組                    ２百万円         （０円） 
  ・あっせん事業体制整備費                                  １千５百万円    （１千５百万円）                   
  ・普及啓発事業費                                 ９千３百万円   （８千３百万円） 
   増 患者負担金の低所得者対策の充実                   ７千１百万円      （６千万円）  
（２）骨髄データバンク登録費（日本赤十字社向け）            ６億６千５百万円 （６億６千５百万円） 
（３）保健衛生施設等設備整備費補助金（末梢血幹細胞採取施設） 
（４）医療提供体制施設整備交付金（無菌室施設） 
 
Ⅱ さい帯血移植対策                              ６億４千５百万円 （６億６千５百万円） 
＜概要＞ 
（１）さい帯血移植対策事業費（日本赤十字社向け）            ６億４千５百万円 （６億６千５百万円） 
  ・さい帯血保存管理業務費（８バンク←１０バンク）               ６億１百万円 （６億３千２百万円） 
  ・さい帯血情報管経費                                ２千５百万円    （３千１百万円） 
  ・日本さい帯血バンクネットワーク運営会議費                    １百万円        （２百万円） 
  新 ・臍帯血移植等共同支援事業費                         １千８百万円         （０円） 
（２）保健衛生施設等設備整備費補助金（さい帯血バンク設備）         
 
新 Ⅲ 造血幹細胞移植患者・ドナー情報登録支援事業           ３千１百万円         （０円） 
 
新 Ⅳ 造血幹細胞移植医療体制整備事業                  ６千５百万円         （０円） 
 
 

平成２５年度 造血幹細胞移植対策予算（案）の概要 
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造血幹細胞移植の費用負担の仕組み 

骨髄バンク 

（骨髄移植推進財団） 
  

 骨髄移植等を実施するために

必要なドナーや採取医療機関

との連絡調整（コーディネート）

を行う。 

＜骨髄・末梢血幹細胞移植（非血縁者間の場合）＞ 

※1 採取と移植の費用を併せて移植医療機関から請求 

  

＜臍帯血移植＞   

臍帯血バンク 

 

臍帯血移植を実施するために

必要な臍帯血の調整・保存等

を行う。 

移植用臍帯血の提供 

  移植術から：40,800点 
採取術から：4,200点 

合計45,000点 

移植術の診療報酬 
66,450点（664,500円） 

移植術から：40,800点 

採取術の診療報酬 
21,640点（216,400円） 

請求 

支払 

採取術の診療報酬 
17,440点（174,400円） 

＋ 
移植術の診療報酬 

66,450点（664,500円） 

保険者 患者 

（採取＋移植）※１ 
支払 請求 

患者負担金         189,000円※2 
（減免制度あり・国庫補助）  

※2 ドナー候補者4人の確認検査を実施し、移植を 
 行った場合の金額（平均的なモデルケース） 

支払 請求 

厚生労働省 

国庫補助金 

国庫補助金 

移植医療機関 

採取医療機関 

移植医療機関 
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